
旭川市駐輪場の設置等に関する条例 

平成２２年３月２５日 

旭川市条例第１７号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は，自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する

法律（昭和５５年法律第８７号。以下「法」という。）第５条第４項の規定に基づき，自転

車の大量の駐車需要を生じさせる施設における駐輪場の設置等に関し必要な事項を定めるこ

とにより，市民の生活環境の保全と都市機能の維持を図り，もって良好な都市環境の形成に

資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

 ⑴ 自転車 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１１号の２に規定す

る自転車をいう。 

 ⑵ 駐輪場 一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設をいう。 

 ⑶ 小売店舗等 小売業（飲食店業及び物品加工修理業を含む。）又は物品賃貸業（音楽・

映像記録物等に係るものに限る。）を営むための店舗（規則で定めるものを除く。）をい

う。 

 ⑷ 遊技場等 ぱちんこ屋，風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３

年法律第１２２号）第２条第１項第８号に規定する営業を行うための施設，カラオケボッ

クスその他これらに類する施設で規則で定めるものをいう。 

 （施設の設置者等の責務） 

第３条 自転車の駐車需要を生じさせる施設の設置者若しくは所有者又は管理者は，当該施設

の利用者及び従業者のために必要な駐輪場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設

置する等駐輪環境の改善を図るよう努めなければならない。 

 （指定区域） 

第４条 法第５条第４項の条例で定める区域（以下「指定区域」という。）は，駐車場法（昭

和３２年法律第１０６号）第３条第１項に規定する駐車場整備地区とする。 

 （施設の新築の場合の駐輪場の設置） 



第５条 指定区域内において，別表ア欄に掲げる用途に供する施設で当該用途に供する部分の

床面積（以下「店舗等面積」という。）が同表イ欄に掲げる規模のものを新築しようとする

者は，同表ウ欄に掲げる基準により算定した規模以上の規模の駐輪場を当該施設若しくはそ

の敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね５０メートル以内で

ある場所に設置しなければならない。 

２ 前項の店舗等面積の算定方法は，規則で定める。 

３ 第１項の規定により駐輪場を設置すべき場合において，当該施設の構造若しくはその敷地

の状態又は当該施設の敷地が接する道路における交通の規制の状況を勘案して，市長がやむ

を得ないと認めたときは，同項の規定にかかわらず，同項の規定により算定した駐輪場の規

模を減じ，又は駐輪場の設置を要しないこととすることができる。 

 （混合用途施設に係る駐輪場の規模） 

第６条 別表ア欄に掲げる用途のうち２以上の用途に供する施設（以下「混合用途施設」とい

う。）の新築については，当該用途ごとに同表ウ欄に掲げる基準により算定した駐輪場の規

模の合計が２０台以上である場合に，その合計した駐輪場の規模を同欄に掲げる基準により

算定した駐輪場の規模とみなして，前条の規定を適用する。 

 （施設の増築の場合の駐輪場の設置） 

第７条 指定区域内において，次に掲げる増築をしようとする者は，当該増築後の施設（当該

施設のうち当該施設の敷地が指定区域となった日から起算して６月を経過した日前に建築さ

れた部分及び施設の新築又は増築の工事が着手された部分を除く。）をすべて新築したもの

とみなして前２条の規定により算定した駐輪場の規模から，現に設置されている駐輪場の規

模（当該駐輪場のうち当該施設の敷地が指定区域となった日から起算して６月を経過した日

前に設置された部分にあっては，規則で定めるところにより算定した規模）を控除して得た

規模以上の規模の駐輪場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するため

に歩行する距離がおおむね５０メートル以内である場所に設置しなければならない。 

 ⑴ 別表ア欄に掲げる用途に供する施設についての店舗等面積が同表イ欄に掲げる規模とな

る増築又は当該施設で当該規模のものについての増築 

 ⑵ 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で，当該増築後の施設をすべ

て新築したものとみなして用途ごとに別表ウ欄に掲げる基準により算定した駐輪場の規模

の合計が２０台以上であるもの 

２ 第５条第３項の規定は，前項の規定により駐輪場を設置すべき場合について準用する。 



 （駐輪場の構造及び設備） 

第８条 前３条の規定により設置される駐輪場の構造及び設備は，規則で定める技術的基準に

従い，利用者の安全が確保され，かつ，自転車が有効に駐車できるものでなければならな

い。 

 （施設の新築等の場合の届出） 

第９条 第５条第１項若しくは第６条の規定による施設の新築又は第７条第１項の規定による

施設の増築をしようとする者は，あらかじめ，規則で定めるところにより市長に届け出なけ

ればならない。届け出た事項を変更しようとする場合も，同様とする。 

２ 前項の規定は，次の各号に掲げる場合には，適用しない。 

 ⑴ 第５条第３項の規定により駐輪場の設置を要しないこととされたとき 

 ⑵ 第７条第２項において準用する第５条第３項の規定により駐輪場の設置を要しないこと

とされたとき（現に駐輪場が設置されていない場合に限る。） 

 （適用の除外） 

第１０条 この条例の施行後新たに指定区域となった区域内において，指定区域となった日か

ら起算して６月を経過した日前に施設の新築又は増築の工事に着手した者については，第５

条から第７条までの規定は適用しない。 

 （駐輪場の管理） 

第１１条 第５条から第７条までの規定により設置された駐輪場の所有者又は管理者は，当該

駐輪場をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。 

 （立入検査等） 

第１２条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，施設若しくは駐輪場の所有者若し

くは管理者に対し，報告若しくは資料の提出を求め，又はその職員に施設若しくは駐輪場に

立ち入らせ，書類その他物件を検査させ，若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者の請求

があったときは，これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな

らない。 

 （措置命令） 

第１３条 市長は，第５条から第８条まで又は第１１条の規定に違反した者に対して，相当の

期限を定めて，駐輪場の設置，原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を講ず



べきことを命ずることができる。 

２ 前項の規定による措置の命令は，その命じようとする措置及び理由を記載した書面により

行うものとする。 

 （委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

 （罰則） 

第１５条 第１３条第１項の規定による市長の命令に従わなかった者は，５０万円以下の罰金

に処する。 

２ 第１２条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず，若しくは虚偽の報告若しく

は資料の提出をし，又は同項の規定による検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質

問に対して答弁せず，若しくは虚偽の答弁をした者は，２０万円以下の罰金に処する。 

３ 第９条の規定に違反した者は，１０万円以下の罰金に処する。 

第１６条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又

は人の業務又は財産に関し，前条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人

又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２２年１０月１日前に施設の新築又は増築の工事に着手した者については，第５条か

ら第７条までの規定は，適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第５条－第７条関係） 

ア イ ウ 

施設の用途 店舗等面積の規模 駐輪場の規模 

小売店舗等 ２，０００平方メートルを

超えるもの 

新築に係る店舗等面積１００

平方メートルごとに１台 

遊技場等 １，２００平方メートルを

超えるもの 

新築に係る店舗等面積６０平

方メートルごとに１台 

事務所 ４，８００平方メートルを

超えるもの 

新築に係る店舗等面積２４０

平方メートルごとに１台 

  備考 ウ欄に掲げる基準により算定した駐輪場の規模に１台に満たない端数が生じたとき

は，これを切り捨てる。 

 

 


